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海老名市教育委員会 

平成３０年 ３月定例会 

◇教育長報告 

１ 主な事業報告 
    

２月 ９日（金） 教育委員会２月定例会 
         ひびきあう教育研究発表（有馬小） 
         学校応援団説明会 
  １０日（土） ＰＴＡ活動研究集会・情報交換会 
         海老名市少年野球連盟納会 

     １２日（月） 移転作業 
１３日（火） 学校応援団説明会 

初任者研修終了時研修会 
１４日（水） 週部会 
       教育支援委員会 

     １５日（木） 最高経営会議 
１６日（金） 市教委・校長連絡会 
       臨時最高経営会議 
１８日（日） 移転作業 
１９日（月） えびなこどもセンター教育部門開所 

臨時校長会議 
       海老名市防災会議 
       ひびきあう教育研究発表（大谷中） 
       児童指導担当者会 
２０日（火） 英語朝会（杉久保小） 
       平成３０年度英語教育打合せ 
       学校経営の在り方研究会 
２１日（水） 週部会 
       校長会学校予算要望への回答 
       タブレット活用授業参観（海老名小） 
       ひびきあう教育委託予算特色に係る調整会議 
       臨時教育委員会 
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２２日（木） 学校訪問相談員連絡会議 
       市長定例記者会見 
       小中一貫教育担当者会 
２３日（金） 市議会第１回定例会本会議（開会） 
       外国語活動・外国語教育担当者会 
２５日（日） 学童保育施設びなもーる開所式 
       有馬中校友会イベント 
２６日（月） 英語朝会（東柏ケ谷小） 
       代表質疑答弁ヒアリング 
２７日（火） 教育専門指導員打合せ 
       特学親の会 
       ＩＣＴ活用推進研究会 
２８日（水） 市議会本会議（代表質疑） 
       連合運動会実行委員会 
       人間関係づくり学習計画作成委員会 

 
３月 １日（木） 海老名高等学校卒業式 
         ３月校長会議 
         一般質問部内調整 
   ２日（金） 有馬高等学校卒業式 
         一般質問答弁ヒアリング 

      社家小学校応援団面談 
３日（土） 単Ｐ会長会 
４日（日） 新入学児童の運動能力測定会 

 ５日（月） 教育課題研究会 
 ６日（火） 初任者拠点校指導員連絡会 
 ７日（水） 週部会 
       ３月教頭会議 
 ８日（木） 市議会本会議（一般質問１日目） 
       臨時最高経営会議 
 ９日（金） 中学校卒業式 
       教育委員会３月定例会 
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 ２ 「よりよい授業づくり学校訪問」（特別版）について    
   ２月１６日、市教委と校長会との話し合いの場である「市教委・校

長連絡会」において、第２期「えびなっ子しあわせプラン」について、

協議しました。 
   これまでの取組を継続する中で、『授業改善』『新たな教育課程の編

成』『小中一貫教育」「コミュニティ・スクール」の推進』の３つを重

点に、３か年計画で取り組むということで共通理解したところです。 
   協議の中で、校長会のみなさんから多く質問・意見が出された項目

は、『授業改善』の「よりよい授業づくり学校訪問」（特別版）の実施

についてでした。 
   この事業としての内容は、次のとおりです。 
   〇年度ごと３校に、１校につき年２回の学校訪問を行う。 

〇「主体的・対話的で深い学び」にかかわる授業実践を行う。 

〇國學院大學 田村 学 教授が授業を参観し、その授業をもとに 

「主体的・対話的で深い学び」について、実際の授業場面でのあ 

り方について研修する。 

〇３年間は継続する。（６年間で、１９校での実施を考えているが、 

３年間で全教職員が本研修に参加することも考えている。） 

   私としては、田村教授は、新学習指導要領の核となる「主体的・対 

話的で深い学び」（アクティブラーニング）を文部科学省の視学官と 

して中心になって進めてきた方であり、その方から実際の事業場面で 

の授業のあり方を示していただくことは、若手教員が多くなる中で、 

これからの本市の教職員の大きな財産になると考えています。 

   また、理論だけでなく、実際の授業のイメージが描けることは、め

ざす授業の姿がはっきりして、授業改善の取組が効果的になると考え

ています。 

   校長からは、「１年目の３校での学校訪問に、各学校の校内研究の

担当者など、多くの教員の参加を検討してほしい。」「校内研究のひと

つとして取り組むことは可能か。」などといった前向きな意見が聞か

れたところです。 

   次年度、事業を実施する折には、教育委員のみなさんにも参加して

いただければと思うところです。 

 

  ※別添資料「いがすた いがすた」 第１０号 
 

以上でございます。 





平成30年３月９日提出

報告理由

指定管理者による図書館の管理運営について、第三者機関による評価を
受けた概要を報告するため

報 告 第 2 号

海老名市立図書館指定管理者に対する第三者評価結果の報告
について

海老名市教育委員会

教育長 伊 藤 文 康

　海老名市立図書館指定管理者に対する第三者評価結果の報告について、海老

名市教育委員会教育長に対する事務の委任等に関する規則（昭和49年教委規則

第２号）第４条の規定により報告する。
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海老名市立図書館指定管理者に対する第三者評価結果の報告について 

 

１ 第三者評価の概要 

（１）目的 

指定管理施設で提供されるサービス水準の向上や指定管理者制度導入の透明性向

上に役立てるため 

 

（２）評価内容 

事業計画書の提案事項及び仕様書等の要求事項に基づき、施設の運営・管理状況、 

管理体制、利用者拡大やサービス向上に対する取組みが適正に履行されているかを 

第三者評価機関の視点から客観的な評価を行う。 

 

（３）評価方法 

    指定管理者による自己評価を参考に、第三者評価機関が実施する。 

    確認手段は、書類確認 → 現地確認 → ヒアリング 

 

（４）達成度評価基準 

    指定管理施設共通の法令順守等に関する事項と各施設の事業計画や仕様書に基づ 

   く事項について 87 の小項目を設定。小項目ごとの点数を合計し、大項目の達成度を 

   数値化している。 

 

達成度 達成度評価 

4.5～5.0 極めて高いレベルで提案事項を履行している 

4.0～4.4 高いレベルで提案事項を履行している 

3.5～3.9 概ね提案事項を履行している 

3.0～3.4 提案事項のかなりの部分が履行できていない 

2.9 以下 提案事項が履行できていない 

 

（５）対象期間 

   平成 28 年４月１日から第三者評価現地確認日 

 

２ 評価結果 

   別紙のとおり 

 

平成 30 年 3 月 9 日 

教育委員会定例会資料 

教育部 学び支援課 
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第三者評価機関からの講評 

指定管理者は、中央図書館と有馬図書館で、それぞれの構成団体の実績と経験に基づき、保有する資源を当施
設の管理運営全般に投入し、高いレベルで海老名市が要求する業務水準を満たすとともに、自らの提案事項につい
ても高い達成度を示している。 

管理運営面では、各館においては独自のオペレーションを展開しつつ、海老名市立図書館全体として協議や情報
共有が必要な事項に関しては、定期及び必要に応じての責任者会議や各種の各担当者会議を開催し、進捗管理
や予算執行管理、課題の抽出と対応策の実施等を行っている。 

事業展開においては、施設特性や効用を十分に把握しながら、読書環境や学習環境の整備、子どもの読書活動
の推進、自主事業の開催、IT化等の旺盛な展開によりサービスの向上を実現し、事業提案で示された目標を高いレベ
ルで達成している。 

反面、一部課題もあり、日々の図書館業務については構成団体個々で行われていることから、海老名市立図書
館を一体的に管理運営する共同事業体としてのメリットが希薄となっている。また、ユニバーサルデザインについては、
新たに導入を検討する点や一部見直しが期待される。 

 

Ⅰ 大項目評価（共通一般項目） ※共通一般項目とは、他の指定管理施設全般に共通する項目をいう。 

共 法令遵守等に関する評価 

評価コメント 

小項目評価結果集計 
達成度 
指数 評価別係数 小項目数 評価点 

指定管理者は、仕様書、業務水準書で海老
名市が求める管理運営全般の各種要求水準を
高いレベルで満たしている。特に共‐２のサービス
の向上等、共‐３のサービスの向上、共‐６の管
理運営全般、共‐７の市・地域との連携協力に
関しては、極めて高いレベルで要求水準を満たし
ているといえる。地域との連携については、隣接
する海老名市文化会館、海老名市総合福祉
会館と共に、地域振興イベントを開催している。 

反面、図書館に求められるユニバーサルデザ
インや、安定的な専門性の担保については今後
の改善が推奨される。 

Ａ評価（５ポイント） 

Ｂ評価（４ポイント） 

Ｃ評価（３ポイント） 

Ｄ評価（１ポイント） 

１１項目 

１０項目 

３項目 

０項目 

55（ポイント） 

40（ポイント） 

9（ポイント） 

0（ポイント） 4.3 

      ― 24 項目 104（ポイント） 

 

第三者評価結果 
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Ⅱ 大項目評価（独自項目） ※独自項目とは、指定管理施設ごとに異なる独自の項目をいう。 

１ 図書館のあり方に関する考え方 

評価コメント 

小項目評価結果集計 
達成度 
指数 評価別係数 小項目数 評価点 

指定管理者は、中央図書館と有馬図書館の
それぞれの役割を打ち出した運営コンセプトに基
づき、各館の効用を最大限発揮する提案を極め
て高いレベルで実行している。 

中央図書館では、新たに設置したコミュニケー
ションスペースや子ども専用フロアを活かした事
業の開催、学習席の設置や開館時間延長によ
る利便性の向上等で、従来にはない利用者層
の開拓や施設の賑わいを創出している。 

有馬図書館では、従来からの図書館サービ
スの発展的継続や、学校図書室支援センター
を設置し、学校毎の意向や特徴を理解しつつ、
学校支援や調べ学習の推進を行っている。 

一方で、レファレンスサービスの周知や活用促
進については、件数の減少にも表れており課題
が残る。 

Ａ評価（５ポイント） 

Ｂ評価（４ポイント） 

Ｃ評価（３ポイント） 

Ｄ評価（１ポイント） 

８項目 

３項目 

１項目 

０項目 

40（ポイント） 

12（ポイント） 

3（ポイント） 

0（ポイント） 

4.6 

      ― 12 項目 55（ポイント） 

２ 図書館の施設維持管理業務 

評価コメント 

小項目評価結果集計 
達成度 
指数 評価別係数 小項目数 評価点 

指定管理者は、両館における各種会議体で
の意思決定により、一元的な管理運営を実施し
つつ、各館における独自のオペレーションを展開
している。 

安心・安全面については、当施設の施設特
性を十分に理解し、中央図書館では利用者を
交えた防災訓練、有馬図書館では防災訓練に
加え避難所開設訓練の実施、スタッフの安否
確認や連絡事項を通知するシステムの導入によ
り、緊急事態に備えている。また、両館とも日常
的には定期的な館内巡回等により、防災・防犯
両面での安全対策を講じている。 

個人情報については、中央図書館として情報
セキュリティマネジメントシステム（ISMS）の認証、有
馬図書館は構成企業がプライバシーマークの認
証を受け、それぞれのマネジメントシステムが各施
設に具体化されている。また、両館とも市の環境
マネジメントシステムによるゼロ・エミッションの達成
を高いレベルで継続し、中央図書館ではデジタル
化推進により、紙の排出自体を抑制している。 

人材の配置及び育成については、構成団体
固有の研修制度に基づく研修や、外部研修も
含めた専門性の研鑽を奨励するなど、サービス
の向上を推進している。但し、中央図書館につ
いては、司書有資格率がやや安定に欠けるこ
と、独自の分類法の分類概念や体系的な研修
が実施されていない点については検討されたい。 

Ａ評価（５ポイント） 

Ｂ評価（４ポイント） 

Ｃ評価（３ポイント） 

Ｄ評価（１ポイント） 

１０項目 

２２項目 

２項目 

２項目 

50（ポイント） 

88（ポイント） 

6（ポイント） 

2（ポイント） 

4.1 

      ― 36 項目 146（ポイント） 
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３ 図書館の運営業務 

評価コメント 

小項目評価結果集計 
達成度 
指数 評価別係数 小項目数 評価点 

指定管理者は、明確な業務分担により、有資
格者の配置に基づき責任を持って業務を遂行す
る組織体制を構築している。両館で協議が必要
な各種担当業務については、両館の担当者に
よる定例会議の開催により、一元的な管理体制
となっている。選書・除籍についても、両館の司
書資格を有する担当者や責任者、館長による
複数名及び複数段階の確認を経て、決済を行
っている。今後は、蔵書分析や資料収集計画の
策定に基づいた蔵書構築が期待される。 

レファレンスについては、各種のバックアップの
仕組みが備えられているが、運用に至っていな
い点や、レファレンス記録が両館で共有がされて
いない点で課題が残る。また、パスファインダー
作成を通じて、地域資料の周知や活用促進を
図ることが期待される。 

各種のイベントや講座については、それぞれの
構成団体の実績と経験、知見に基づき独自の
工夫や視点を加えて多くの事業を実施しており、
利用者ニーズや満足度も高い。児童サービス、
一般利用者サービス共に、幅広い対象者に向
け、定番のものから趣向を凝らしたもの、地域性・
社会性のあるテーマも取り上げるなど、多岐に渡
る内容を図書展示と連動して開催している。 

地域との連携については、地元企業や産業を
絡めた各種の事業の実施や、隣接する海老名
市文化会館、海老名市総合福祉会館との地
域振興イベントを開催している。また有馬図書館
では、学校図書室支援センター開設による学校
図書館支援や、調べ学習の推進、学校の職場
体験や司書講習等の受入を行っている。 

その他、市民サービスの向上として、中央図
書館を中心に IT 化が推進されている。一方で、
ユニバーサルデザインについては既に導入されて
いる点もあるが、図書館として対応ができることに
ついて、積極的に改善することが期待される。 

Ａ評価（５ポイント） 

Ｂ評価（４ポイント） 

Ｃ評価（３ポイント） 

Ｄ評価（１ポイント） 

１２項目 

１８項目 

２項目 

４項目 

60（ポイント） 

72（ポイント） 

6（ポイント） 

4（ポイント） 

3.9 

      ― 36 項目 142（ポイント） 

４ 中央図書館改修 

評価コメント 

小項目評価結果集計 
達成度 
指数 評価別係数 小項目数 評価点 

 
Ａ評価（５ポイント） 

Ｂ評価（４ポイント） 

Ｃ評価（３ポイント） 

Ｄ評価（１ポイント） 

 

（ポイント） 

（ポイント） 

（ポイント） 

（ポイント） 

 

      ― 項目 （ポイント） 

 

※運営に関する事項でないため評価対象外 
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５ 収支予算及び指定管理料 

評価コメント 

小項目評価結果集計 
達成度 
指数 評価別係数 小項目数 評価点 

平成 26 年度及び平成２７年度は、繰越金の
処理により、単年度の収支バランスに不均衡が
あるが、通算で見た所の平成 28 年度までの収
支バランスについては概ね適正である。 

Ａ評価（５ポイント） 

Ｂ評価（４ポイント） 

Ｃ評価（３ポイント） 

Ｄ評価（１ポイント） 

０項目 

１項目 

０項目 

０項目 

0（ポイント） 

4（ポイント） 

0（ポイント） 

0（ポイント） 

4.0 

      ― 1 項目 4（ポイント） 
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平成30年３月９日提出

教育長　伊 藤 文 康

報告理由

報 告 第 3 号

海老名市立今泉小学校用地の一部所管替えについて

　海老名市立今泉小学校用地の所管替えについて、海老名市教育委員会教育

長に対する事務の委任等に関する規則（昭和49年教委規則第２号）第３条第

１項の規定により臨時に代理し執行したので、同条第２項の規定により報告

する。

海老名市教育委員会

現状は道路として使用されている敷地があったことから登記の変更を
行ったため
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海老名市立今泉小学校用地の一部所管替えについて 
 

 

 

１ 趣旨 

今泉小学校の学校敷地で現況は道路と使用されている箇所があったため、

分筆をし、「公衆用道路」として登記簿の地目変更を行いました（別添図面）。 

この教育財産の管理については、地方教育行政の組織及び運営に関する

法律（昭和 31 年法律第 162 号）第 21 条第２号に「教育委員会の所管に属

する学校その他の教育機関の用に供する財産（以下「教育財産」という。）

の管理に関すること。」と規定されているため、教育委員会へ報告するもの

です。 

なお、学校施設台帳上の敷地には、所管替えを行う部分は含まれており

ません。 

 

２ 所管替えについて 

（１）今泉小学校 

上今泉字沓形 2028 番２ほか９筆 

   所管替え先 道路管理課 

 

平成 30 年３月９日 

定例教育委員会資料 

教育総務課 
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今泉小学校所管替え箇所図

受水槽

体育館

2035-2

2036-2

2037-2

2038-2

2039-2

2040-2

2041-2

2042-2

2043-2

2028-2市立今泉小学校

凡例

所管替え部分
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平成30年３月９日提出

教育長　伊 藤 文 康

提案理由

議 案 第 8 号

県費負担教職員の人事異動について（非公開事件）

　県費負担教職員の人事異動について、別紙のとおり発令したいので、議決

を求める。

海老名市教育委員会

県費負担教職員、管理職の定年退職及び人事異動に伴う後任者の推薦
並びに人事の刷新を図りたいため
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平成30年３月９日提出

教育長　伊 藤 文 康

提案理由

議 案 第 9 号

平成30年度海老名市教育委員会非常勤特別職の委嘱等につい
て（非公開事件）

海老名市教育委員会

　任期満了による非常勤特別職の後任として、新たに委嘱したいため

　海老名市教育委員会に係る非常勤特別職について、別紙のとおり選任し委

嘱等したいので、議決を求める。
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